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農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
一
部
改
正

一

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
見
直
し

共
有
持
分
の
過
半
を
有
す
る
者
の
同
意
で
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
賃
借
権
等
の
存
続
期
間
を
二
十
年
に
延
長
す
る

こ
と
。

（
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
関
係
）

二

共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
係
る
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
同
意
手
続
の
特
例
の
創
設

同
意
市
町
村
の
長
は
、
農
用
地
利
用
集
積
計
画
（
存
続
期
間
が
二
十
年
を
超
え
な
い
賃
借
権
等
の
設
定
を
農
地
中
間

（一）
管
理
機
構
が
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
数
人
の
共
有
に
係
る
土
地
で

あ
っ
て
そ
の
二
分
の
一
以
上
の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
共
有
者
不
明
農

用
地
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
農
業
委
員
会
に
対
し
、
当
該
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
つ
い
て
共
有
持
分
を

有
す
る
者
で
あ
っ
て
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
不
確
知
共
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探
索
を
行
う
よ
う

要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
関
係
）

農
業
委
員
会
は
、

に
よ
る
要
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
不
確
知
共
有
者
の
探
索
を

（二）

（一）
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行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
）

農
業
委
員
会
は
、

に
よ
る
要
請
に
係
る
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
つ
い
て
二
分
の
一
以
上

（三）

（一）

の
共
有
持
分
を
有
す
る
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
つ
い
て
共
有
持
分

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
知
れ
て
い
る
も
の
の
全
て
の
同
意
を
得
て
、
市
町
村
の
定
め
よ
う
と
す
る
農
用
地
利
用
集
積
計

画
に
よ
っ
て
農
地
中
間
管
理
機
構
が
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
る
旨
等
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

不
確
知
共
有
者
が
一
定
の
期
間
内
に

に
よ
る
公
示
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該

（四）

（三）

不
確
知
共
有
者
は
、
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
四
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
関
す
る
情
報
の
周
知
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係

（五）
機
関
と
連
携
し
、

に
よ
る
公
示
に
係
る
共
有
者
不
明
農
用
地
等
に
関
す
る
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る

（三）

提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
五
関
係
）

第
二

農
地
法
の
一
部
改
正
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一

探
索
義
務
の
内
容
の
明
確
化

農
業
委
員
会
が
遊
休
農
地
の
所
有
者
等
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
公
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
農
地
の
所
有

者
等
の
探
索
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
法
を
政
令
で
明
確
化
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

二

都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
農
地
中
間
管
理
権
等
の
存
続
期
間
の
延
長

都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
よ
り
農
地
中
間
管
理
機
構
に
設
定
さ
れ
る
農
地
中
間
管
理
権
等
の
存
続
期
間
を
二
十
年
に
延

長
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）

三

底
面
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
農
作
物
の
栽
培
施
設
を
農
地
に
設
置
し
て
も
農
地
転
用
に
該
当
し
な
い
旨
の
取
扱
い

農
作
物
の
栽
培
の
効
率
化
又
は
高
度
化
を
図
る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
周
辺
の
農
地
に
係
る
営
農
条
件
に
支
障
を
生

（一）
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
「
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
」
と
し
て
定
め
る
こ

と
。

（
第
四
十
三
条
第
二
項
関
係
）

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
業
委
員
会
に
届
け
出
て
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
の
底
面
と
す
る
た
め

（二）
に
農
地
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
覆
う
行
為
は
農
地
転
用
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
、
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
の
用
に

供
さ
れ
る
農
地
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
第
一
項
関
係
）
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農
業
委
員
会
は
、
農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
に
お
い
て
農
作
物
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
農
作

（三）
物
栽
培
高
度
化
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
所
有
者
等
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
農
作
物
栽
培
高
度
化
施

設
に
お
い
て
農
作
物
の
栽
培
を
行
う
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
四
十
四
条
関
係
）

第
三

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

農
作
物
栽
培
高
度
化
施
設
の
用
に
供
す
る
た
め
に
農
地
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
覆
う
行
為
は
、
都
道
府
県
知
事
等
の
開

発
許
可
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
関
連
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


